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【要旨】 

 空き家問題において、重要なのは問題が進⾏するより早期の段階での「啓蒙・予防」で
ある。空き家問題での「啓蒙・予防」は重要であるにも関わらず、その重要さに⽐べてあ
まり意識されていない。ここに⼤きな課題があり、これはどれだけ強調しても強調しすぎ
ることはない。 
 本業務では⾃治体で⾏われる空き家・空き地現地調査にスマホアプリがどれほど効果を
持つか、またそのデータをランドバンク等の多様な組織での活⽤、公開型空き家情報（全
国版空き家バンク、等）に連携できるかを検証した。 
 ⼤阪府⽻曳野市をフィールドに、⽻曳野市役所の職員にご協⼒を頂きながら実証を進め
た。結果、現地調査には⾮常に効果があり、他の⾃治体及び⾃治体から委託を受ける建設
コンサルタントや測量・調査業などでも同等の効果が⾒込めると推測する。しかしながら、
効果とは紙で⾏っていた作業を楽にするということ（デジタル化）であり、空き家問題全
体へは別の解決⽅法（ソリューション）との連携の必要性が明らかになった。 
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【業務の⽬的及び概要】 

■⽻曳野市の総⼈⼝の減少 
 本業務の⽬的は⼤阪府⽻曳野市をフィールドに、空き家・空き地現地調査にスマホアプ
リがどれほど効果を持つのか、その可能性の検証である。 
 ⽻曳野市では 2000 年に総⼈⼝が減少に転じており、10 万 9,810 ⼈（2022 年 9 ⽉時点）
となっている。よって空き家も増加傾向にあると推測できる。 
 
■地域社会の希薄化 
 ⽻曳野市に限定したことではないが、地域社会が希薄化することで近隣の住⺠同⼠がど
のような状態であるかが把握できなくなり、⾏政にその把握が求められていることも背景
に存在する。 
 
■データの更新、統合 

⽻曳野市では空き家・空き地を管理するシステムがなくデータ更新ができていないとい
うことも課題となっている。以前は、観光マップの公開システムに同居する形で調査が完
了した空き家の情報と位置を地図データとして管理していたが、観光マップの契約期間が
終了となった段階で更新が難しい古いデータとなった。 
 ⽻曳野市では「全国版空き家バンク」「⼤阪府版空き家バンク」「⽻曳野市版空き家バン
ク」などの取り組みをスタートさせている。これらの公開型システムと、市役所内部で管
理する現地調査データを統合して管理したいということも課題であることが事前のヒアリ
ングで判明した。 
 
■既に協議会が設⽴されている 
 組織、⼈的資源としては「⽻曳野市空家等対策協議会」が既に設⽴されており、狭義の
意味ではランドバンクの中⼼となる組織が存在する。また、「公社 ⽻曳野市シルバー⼈材
センター」が空き家管理業務を⾏っている。 
 
■スマホで空き家・空き地活⽤を⽀援 
 当社の⽬的は、現地調査スマホアプリを⽤いて、内部管理、公開、どちらにもスムーズ
に使えるシステムを提供し、システムをベースに空き家・空き地の流通や有効活⽤を⾏う
⾃治体やステークホルダーを⽀援することである。 
 より抽象化するなら、アプリを通じた DX（デジタルトランスフォーメーション）化によ
って、空き家・空き地の⼀連の業務が再定義され、より多様な⼈々が気軽に参加できる⼟
台（プラットフォーム）を整備することである。例えるなら Uber Eats が外⾷・宅配という
業界を地殻変動させたように、空き家業務を DX できるかを検証する。 
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【業務フロー】 

■アプリ設定の実証業務フロー 
 実証の業務フローとしては下記を⾏った。 
l 事前ヒアリング、要件定義 
l クラウド設定 
l アプリ設定 
l 現地での⼊⼒テスト 
l 業界ヒアリング 
l 中間報告 
l 検討 
l 総括 
 
■現状の⾃治体で⾏われている業務フロー 
 事前ヒアリングの結果、下記の業務フローで業務を⾏っていることが明らかになった。 
 
l 市⺠からの空き家へのクレーム、苦情の電話、陳情 
l 場所の特定 
l 現地への訪問（クレーム後の個別調査） 
l 紙での状況の記載 
l エクセル台帳への⼊⼒ 
l 所有者の特定 
l 所有者への書⾯郵送、対応の依頼 
 
 なお今は実施していないフローとして、個別調査ではなく、市内の⼀⻫調査を業務委託
として発注したことも過去にあった。 
クレームの内容で⽐較的多いのは「草⽊や落ち葉が近隣の家に⼊る」「建物やカーポート

の⼀部などが劣化、破損し⾵で⾶んでくる」などということであった。 
 また、空き家管理と空き地管理は別の部署で⾏っているため今回は空き家管理について
のみの実証としたいということが明らかになった。 
 ⾃治体は部署異動が多いため、空き家の担当部署となっても過去のデータがどのように
管理されていたかなどの引き継ぎが不⼗分でないケースもあるという。 
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不要となる。 
 上記に記載しているコスト、時間、⼿間の削減効果は⾮常に⼤きい。感覚的には従来型
ではトータル 5,000 万円必要で実現不可能なため諦めていたものが、今は 100〜300 万円で
実現できる、というような「1/10」以下もあり得る。 
 本業務では、データの保存・共有、多数のアプリとの連携として主軸の役割を果たした。 
 
ArcGIS Pro 
 PC インストール型⾼機能 GIS ソフト。地図に関する表現、編集、分析、⾃動化、共有に
ついて多様な機能を有する。 
 本業務では過去の空き家データの読み込み、地図記号（シンボル）設定、データのクラ
ウドへのアップロードに使⽤した。 
 
ArcGIS Survey123 
 スマートフォン⽤現地調査アプリ。ArcGIS Online と連動して動作する。インストール版
とブラウザ版があるが、インストール版を利⽤した。現地調査のための調査票（フォーム）
が⾮常に簡単に作成できる。調査票の作成で⾃動集計画⾯が連動して作成される。アプリ
から⼊⼒したデータはリアルタイムに⾃動集計画⾯に反映される。インストール版ではネ
ットワーク接続ができないオフライン環境での調査にも対応しており、市役所庁舎内に戻
ってオンライン接続時に⼀括アップロードも可能。 
 本業務ではデータ⼊⼒のメインアプリとして使⽤した。 
 
ArcGIS ソリューションズ「空き家調査（Survey123）」 
 ソフトメーカーが提供している業務⽤のテンプレート集。業務にすぐ使える、データベ
ース項⽬の編集が可能、空き家以外にも多数のラインナップがある。 
 Survey123 に追加して設定することで、データベース項⽬設定が完了するため、システム
構築の早い段階でプロトタイプを⾒ながら項⽬を検討できる。 
 
ArcGIS Field Maps 
スマートフォン⽤現地調査アプリ。ArcGIS Online と連動して動作する。 
本業務では過去の空き家データを地図上で確認し、現地に歩いて到達するナビとして使⽤

した。 
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【詳細な業務内容】 

■業界ヒアリング 
 現地での⼊⼒テストと前後して、アプリの可能性や空き家問題の全体の把握のために、
幾つかのご縁のある組織・個⼈にヒアリングを申し⼊れ、3 名にヒアリングを⾏うことがで
きた。他にも、複数の⾃治体職員から現場の声をお聞かせ頂いている。本報告書の冒頭に
記載した『空き家問題において、重要なのは問題が進⾏するより早期の段階での「啓蒙・
予防」である。空き家問題での「啓蒙・予防」は重要であるにも関わらず、その重要さに
⽐べてあまり意識されていない。ここに⼤きな課題があり、これはどれだけ強調しても強
調しすぎることはない。』という⾔葉もこれらのヒアリングを通じて確信を得た。 
 他にも『空き家問題について、⺠間企業が収益を上げる事業を組み⽴てるのは普通のや
り⽅では困難である。』など、その後の実証のあり⽅を強く裏⽀えするご意⾒も多数頂いた。 
 ここで改めて貴重なご意⾒を頂いた⽅々に謝辞を申し上げたい。また、ヒアリングに応
じて頂いた⽅は個⼈としての意⾒を述べており、所属する組織を代表しての意⾒ではない
ことをご注意頂きたい。 
 
l NPO 法⼈ 兵庫県空き家相談センター 理事 
l 愛媛県⼟地家屋調査⼠ 
l 九州・沖縄地⽅の⾃治体 職員（空き家担当） 
 
1. NPO 法⼈ 兵庫県空き家相談センター 理事 
⼈物のプロフィール 
・NPO としては、⾃治体と提携する⽴場上、中⽴的な相談を⾏っている 
・空き家の相談を多数受けており、現場を熟知している 
 
ヒアリング結果（Web 会議ツールでのビデオミーティング） 
・空き家問題において、最も重要なことは問題が進⾏するより早期の段階での啓蒙・予防
である。なぜなら所有者の認知症や、様々な法律の制度が重なると実質解決が不可能なま
ま問題が進⾏するからである。 
・兵庫県空き家相談センターは⾃治体と連携して、対⾯型や集合型の相談会や、地域の無
料ボランティア（空き家ナビゲーター）と協⼒して現地調査を実施している。 
・相談会に来訪される相談者の内訳は体感として（正確に統計を取ったわけではない）、不
動産市場に流通不可能なものが 80%程度。その内訳として、20％は親世代が認知症になり、
相続が事実上できないもの。あとの 60％は認知症以外の相続の問題がある。 
 残りの 20％は不動産市場に流通可能なもののためリフォームや賃貸、売却などをとなる。 
・認知症については成年後⾒制度など、法律⾯での整備もあるが、実情に全く追いついて





 11 

 
2. 愛媛県⼟地家屋調査⼠ 
ヒアリング形式 
・直接訪問 
 
ヒアリング内容 
・空き家問題について親世代所有者の認知症のケースが深刻であるという認識はある。 
・啓蒙・予防という段階でアプローチするには地域に根ざした医療法⼈、福祉法⼈との協
⼒体制＋Web サイトでの集約、動画コンテンツなどでの啓発が良いと考える。 
・事務所が所在する⾃治体に対して、実証フィールドとしての協⼒が可能かを今後、確認
する。 
 
3. 九州・沖縄地⽅の⾃治体 職員（空き家担当） 
ヒアリング形式 
・電話、メール 
 
ヒアリング内容 
・空き家問題については既に取り組みを始めており、今後、⼀⻫調査なども⾏う。 
・アプリについては⼤変興味があるため、情報があれば適宜送ってほしい。 
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【業務の成果と課題】 

■現地での⼊⼒テスト 
 ⽻曳野市職員、弊社社員で空き家での⼊⼒テストを⾏った。 
 
⽇時:2021 年 12 ⽉ 
場所:⼤阪府⽻曳野市 
調査対象:過去に空き家調査が⾏われデータが存在する物件のうち、⽻曳野市役所周辺 
操作:⽻曳野市職員、スマートシティサーベイ社員、ESRI ジャパン社員 
 
 
図 7:現地⼊⼒テスト場所（サンプル例） 
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写真 1:現地での⼊⼒テスト。2 階ベランダの屋根の損傷が激しい物件。 
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■⼊⼒テストの結果（⽻曳野市職員の感想） 
 ⼊⼒テストの結果として下記の感想を⽻曳野市職員から頂いた。 
 
l 全般的に良くできている。 
l 予備知識や操作研修なしに使える点は良い。 
l 紙と違い、⾃動で集計されており状況が良く分かる。 
l 項⽬については改良したほうが良い箇所がある。（植⽣の⼿⼊れは「植⽣なし」の選択

肢が必要、など） 
 
■スマホアプリでの空き家調査の効果について 
 下記の効果を確認できた。 
 
・簡単に使えるため、⾃治体職員、地域のナビゲーター、委託先の調査会社、全てのユー
ザーの作業効率を⼤幅に向上できる。 
・⼊⼒したデータは⾃動的に集計されており、グラフで視覚的に状況が分かる。 
・集計データはワードの差し込み印刷機能と連携するため、単票形式（物件 1 件ごとの属
性、地図、写真）を定型フォーマットで連続印刷が可能。別途エクセルでの作業が⼤幅に
削減。 
・項⽬が簡単に変更できるため、⾃治体ごとの異なる管理項⽬にもスピーディーに対応で
きる。 
・アンケートフォームも作成できるため「実態調査」の後⼯程として発⽣する、「意向調査」
の回答など活⽤が広がる。 
・GIS データとして出⼒できるため、⾃治体庁舎内の他部署共有（統合型 GIS）や、GIS
ソフトでの⾼度な分析（⽊造建築密集エリアとの相関、独居⽼⼈居住地点のと関係、将来
⼈⼝推計マップとの重ね合わせ）などが可能。 
・啓蒙段階の相談サイト等の他の Web サイト内のマップとも連携可能。 
 
 以上のことから、スマホアプリでの空き家現地調査は⾮常に効果があり、他の⾃治体及
び⾃治体から委託を受ける建設コンサルタントや測量・調査業などでも同等の効果が⾒込
めると推測する。 
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■スマホで空き家・空き地活⽤を⽀援 
 前述したとおり、⽬的は、現地調査スマホアプリを⽤いて、内部管理、公開、どちらに
もスムーズに使えるシステムを提供し、システムをベースに空き家・空き地の流通や有効
活⽤を⾏う⾃治体やステークホルダーを⽀援することである。 
 本業務では⾃治体での内部管理の有効性については実証できたものの、公開については
実証までは⾄らなかった。理由としては 2 つある。1 つは啓蒙・予防フェーズのニーズが明
らかになり、そのフェーズを想定した解決⽅法（ソリューション）の検討が主軸になって
いったこと。 
2 つめは当初の想定とは異なり、⾃治体での内部管理と公開は業務のフェーズに⼤きな隔

たりがあることが分かり、当社主導の体制では実施ができなかったことにある。 
 
 空き家情報を公開するには 
l 所有者の特定 
l 物件の管理や売却などの現状と今後の予定の確認 
l 売却等を公開サイトで⽀援できる旨の説明、同意 
などの⼿順を踏む必要がある。 
 データベースとしてはこれらを⽀援する進捗状況の項⽬を追加することは問題がないが、
これらの⼿順は⼀件ごとに職員が対応し、⾮常に時間とコストが掛かるためアプリを設定
すれば業務負荷が下がるという部分が乏しい。ある職員はこれを「探偵業」と表現した。 
 
■反省点: 「⽻曳野市空家等対策協議会」等の既存組織にアピールできなかった 
 公開のための情報をアプリで設定する段階まで実証を進められなかったために、「⽻曳野
市空家等対策協議会」等の既存組織にアピールできなかった。この点は反省である。 
 
 
■⾃治体職員が消極的になる理由  
 ⼊⼒テストの結果については、当社も⼿応えを感じていた反⾯、複数の⾃治体、その職
員の意⾒から、そもそも⾃治体が空き家管理についての姿勢で下記の傾向を感じた。 
 
l 問題空き家（特定空き家）のクレーム対応については消極的な⾯がある。 
l 空き家以外にも多数の業務があるため、空き家問題にも場当たり的な対処になってし

まう。 
l クレーム対応は苦労が多い割に、解消してもすぐに税収や⼈⼝が増えるなどに直結し

づらい。効果が⾒えない。 
l ⾃治体職員にできることが限られており、所有者に郵送で通知するなどの⼿段しかな

い。 
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l 根本解決には⼠業や不動産業など多数の関係者の⼒が必須である。⼀⽅、特定の⺠間
業者と提携するわけには⾏かず、難しい件が多い。 

l 個⼈情報に該当する部分もあるため管理や扱いに注意が必要。 
 
 確かに上記のような状況であれば、⾃治体職員が消極的な姿勢になることも頷ける。 
 
■⽬標達成の検証：「課題の抽出」「ツールの開発」 
 業務の当初に⽴てた⽬標として「ツールの開発」については成功を収めたと⾃負してい
る。⾃治体職員あるいは地域のボランティア、業務委託を受けた建設コンサルタントなど
のユーザーが使うアプリとしては完成度が⾼まった。費⽤対効果も明確に述べることがで
き、また、ボランティア・ナビゲーターの育成ツールとしても提⽰できる。 
 ⼀⽅の「課題の抽出」としては途中で課題という⾔葉が指す対象が変化した感がある。
つまり、業務の計画時には「ツールの開発」の進捗に合わせて、これが現場で使えるか否
か、使いにくい点は何か、普及を妨げる点は何か、それらを解消して拡販体制に⼊る、と
いう視点としての販売上の「課題の抽出」と挙げていた。 
 
■問われるべき根本問題とは 
ところが、業務が進⾏し、協⼒者や関係者にヒアリングを重ねるうちに空き家問題という

ものが何なのか、その探求が不可⽋となった。 
今回の実証において「⾃治体の調査業務の効率化」はできているが、それはいわゆるデ

ジタル化である。問題全体や業務全体の再構成といえる DX 化まではできていない状況で
ある。 

病気や怪我に例えるなら、根本問題を放置したままだと、幾ら⽌⾎しようとも応急⼿当
に忙殺され、いずれ体そのものが死んでしまう/健康を害してしまう構造は変わらない。そ
れならば、問われるべき根本問題はどのようなものであるのか。その時、必要とされる「ラ
ンドバンク（⼈的組織）」「ソリューション（解決⽅法の道具）」はどのようなものと再定義
されるのか。「課題の抽出」とは、そのような問いを指す⾔葉に変化していった。「課題の
抽出」とは販売上の課題にとどまらない、当社として空き家問題をどのように考えるのか
というオープンな問いとなった。 
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【分析と提⾔】 

■都市 OS、デジタルツインとしての GIS の可能性 
 空き家問題に集中する前に、技術的な展望としての分析を済ませたい。 

本業務では過去の空き家データが地図データとして保存されており、ユーザーの要望も
GIS（地理情報システム）ソフトで活⽤することが前提であった。そのため GIS ベースのス
マホアプリという⼿法を⾃然と採⽤した。GIS は位置をキーにあらゆるものを統合する⼒が
あり、これが強⼒に効果を発揮する場⾯がある。 
 本業務を通じて改めて実感したこととして、GIS のポテンシャルがある。空き家調査、現
地調査に限定せずとも GIS には都市 OS としての可能性がある。⽇本でもスマートシティ
に向けて様々な取り組みが始まっている。都市の活動をまるごとデータ化して最適化する
アプローチである。そのためのプラットフォームを都市 OS と呼ぶ。 
 また製造業では 3D とリアルタイムデータを組み合わせて「デジタルツイン」（現実世界
をデジタルに写した双⼦）を作成する概念がある。数年前から製造業だけでなく、⾃治体、
建設、都市開発での有効性が注⽬されている。国⼟交通省も Project PLATEAU（プロジェ
クト プラトー）と題して、3D での都市表現のデジタルフォーマット「3D 都市モデル」
の策定、利⽤事例の開発を進めており、2022 年現在において⽇本は世界に類を⾒ない 3D
都市デジタル化の先進国家となった。並⾏して国は今後の都市計画基礎調査などの業務に
ついて 3D データ作成を前提に進めるという。 
 都市 OS を可能にするためには、現地調査や市⺠投稿など現状や変化をつかむトリガーが
必須となる。今回のスマホアプリでの現地調査はそのトリガーとしての役割を⼗分果たせ
ることが確認できた。今回は 3D データの取り扱いはないが、都市や建設に関するデータが
多様化する中で 3D、画像、映像、リアルタイムデータ、IoT データ、ビッグデータ（⾮構
造型 DB）、AI 連携などが増加している。それらを統合して管理できるものとして GIS の可
能性を今回の業務を通じて感じることができた。今後、さらなる発展を⽬指したい。 
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■共有、コミュニティ形成にマップを使う:⽵⽥市の例「TAKETA 空き地戦略本部」 
 本業務と類似性のある事例を⾒て、考察を深めたい。先に 3D、デジタルツインを挙げた
が、シンプルなマップ利⽤でも効果は⼗分発揮できる。当社が関わっている事例ではない
が、⽵⽥市は株式会社地域科学研究所、⼤分⼤学理⼯学部とともに「TAKETA 空き地戦略
本部」の Web サイトを公開した。 
 そこでのメインコンテンツが空き地マップと写真である。背景地図は⾊鉛筆⾵の描画に
なっておりデザイン性も⾼い。このように空き地の⼀覧をマップで⾒ると、現況がよく分
かる。空き地だけでなく、⽔質をボランティアが調査して状況を公開している。コミュニ
ティを形成するためにまずは現況を正しく共有する、それが実現できている事例である。 
 本業務ではマップでの共有は⾏わなかったが、参考として今後の 1 つの⽅向性を⽰唆す
る事例だと感じている。 
 
図 13:TAKETA 空き地戦略本部の Web サイトより。トップページ（上左）、⽔質ダッシュ
ボード（上右）、空き地⼀覧マップ（下） 
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■空き家問題の構造 
 これまでの実証とヒアリングの結果、空き家問題は「啓蒙・予防」「把握」「対策」「公開・
活⽤」の 4 段階のゾーンに区分し、それぞれに対応したソリューションを連携させること
が適切であると分析する。これらの段階ごとに、対処すべき課題が変化していく、登場す
る関係者が変化していく。 
 「啓蒙・予防」では多くの⼈にとって、個⼈所有の持ち家の管理や相続の話であって、
空き家問題とは認識できない。ここに⼤きな盲点がある。空き家問題での「啓蒙・予防」
は重要であるにも関わらず、その重要さに⽐べてあまり意識されていない。それはこの盲
点が作⽤している現象だからである。 
 本業務で実証できたのは「把握」のゾーンに分類すべきものだと考える。⾃治体が⾏う
クレーム対応の個別調査、⼀⻫調査、実態調査などはおよそ「把握」の段階である。この
ため当初の計画にあった公開時の情報としての活⽤については「対策」の段階を経てさら
に後の段階であるため本業務での実証は難しいことが判明した。 
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■⾃⽴した個⼈が助け合う社会を⽀援する 
 空き家問題から地域や社会の問題が垣間⾒られる。空き家問題について深く考えていく
と、⾃治体業務で以前から出くわしている、社会の問題の共通の根っこにたどり着く。 

防災を例に取ろう。防災・減災の分野では「⾃助」「共助」「公助」の全て⼤切だという
ことを防災学の初歩で学ぶことができる。特に⼤災害があると消防隊や⾃衛隊などの「公
助」で助け出せる⼈は僅か数%であり、ほとんどの場合は「⾃助」「共助」しかないという。 

空き家問題も同じく、「⾃助」「共助」「公助」の全てが⼤切で、「公助」で助け出せる⼈
は僅かなのではないのか。 

地域社会の希薄化が背景にあるなら、「⾬漏りにバケツ」を持ってくるツールでは不⼗分
で、「⾬漏りそのものを塞ぐ」つまりは地域が新しいカタチでつながるツールが必要なので
はないだろうか。オープンイノベーション、オープンデータ、シビックテックなど⾏政と
市⺠の新しいカタチを少しでも進めるツールを提案していきたい。 

本業務を統括するにあたっては、当社は「⾃⽴した個⼈が助け合う社会を⽀援する」団
体でありたいと改めて感じる次第である。地域を良くするために、半歩だけ踏み出した⼈
たちをアプリやテクノロジーで少しでも⽀援したい。そのようにありたいと考える。 
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